
○国土交通省訓令第３６号

国土交通省人事評価実施規程を次のように定める。

平成２１年９月１４日

国土交通大臣 金子 一義

国土交通省人事評価実施規程

最終改正令和７年６月２４日訓令第４５号

（総則）

第１条 国土交通省の職員（観光庁、気象庁、運輸安全委員会及び海上保安庁の職員を除

く。ただし、国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号。以下「法」という。）第３４条

第１項第６号に規定する幹部職員（以下、「幹部職員」という。）を含む。以下「職員」と

いう。）の人事評価は、法、人事評価の基準、方法等に関する政令（平成２１年政令第３

１号）及び人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令（平成２１年内閣府令第３号。以

下「内閣官房令」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施す

る。

（人事評価の実施の除外）

第２条 人事評価は、次に掲げる職員については、実施しない。

一 非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う任期付短時間

勤務職員を除く。）

二 法第６０条第１項の規定により臨時的に任用された職員（国家公務員の育児休業等

に関する法律第７条第１項第２号の規定により臨時的に任用された職員を含む。）であ

って、実施権者が給与等への反映の余地がないものとして指定する臨時的職員

（評価者、調整者、実施権者等）

第３条 人事評価の評価者、調整者及び実施権者は、別表１のとおりとする。

２ 実施権者は、人事評価の目的に沿った適正な運用に資するよう、評価者又は調整者の

補助者をそれぞれ指定することができるほか、評価者又は調整者にそれぞれの補助者を

指定させることができるものとし、補助者を置いた場合は、部内の職員に対して周知す

るものとする。

（人事評価記録書及び評語の基準）

第４条 人事評価は、別紙１「人事評価記録書」（以下「記録書」という。）を用いて実施

するものとする。

２ 人事評価の評語は、別紙２「評語等の解説」に掲げる基準によるものとする。



（定期評価の実施）

第５条 定期評価は、能力評価及び業績評価により、毎年１０月１日から翌年９月３０日

までの期間を単位として実施する。

２ 定期評価の評価期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間による

ものとする。

一 能力評価 毎年１０月１日から翌年９月３０日まで

二 業績評価 毎年１０月１日から翌年３月３１日まで及び４月１日から９月３０日

まで

３ 定期評価は、次条から第１０条までの規定及び別紙３「実施要領」に従い実施する。

（自己申告）

第６条 評価者は、次条の評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対して、あ

らかじめ、当該評価期間中の発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価

の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

（評価、調整及び確認）

第７条 評価者は、全体評語及び個別評語を付すことにより評価を行うものとする。

２ 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を

行い、全体評語を付すことにより調整を行うものとする。

３ 実施権者は、調整者による調整（別表１において、調整者を指定していない場合には、

評価者による評価）について審査を行い、適当と認める場合には、確認を行うものとす

る。

４ 補助者は、評価者又は調整者に対し、被評価者の職務遂行状況についての情報提供等

を行うことができる。ただし、第１項に規定する評価及び第２項に規定する調整を行う

ことはできない。

（評価結果の開示）

第８条 評価者は、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を

希望しない被評価者を除き、能力評価及び業績評価の全体評語を開示するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、評価結果の開示を希望しない被評価者について、当該被評

価者に係る定期評価の全体評語が、６段階評価の職員にあっては「不十分」又は「やや

不十分」、３段階評価の職員にあっては「Ｃ」、２段階評価の職員にあっては「乙」であ

る場合には、当該全体評語を開示しなければならない。

（面談）



第９条 評価者は、実施権者の確認が行われた後、期末面談において、被評価者に前条に

規定する評価結果の開示を行うとともに、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指

導及び助言を行うものとする。

２ 評価者は、評価期間の開始に際し、業績評価についての目標の設定その他被評価者が

果たすべき役割を確定するために被評価者と期首面談を行うものとする。なお、評価補

助者は、目標設定の補助等を行うことができる。

３ 前２項に規定する期末面談及び期首面談は、次の各号に掲げる時期に行うことを原則

とする。なお、期首面談は、期末面談に合わせて行うことができる。

一 期末面談 ３月及び９月

二 期首面談 ４月及び１０月

４ 評価者は、期首面談又は期末面談に、評価補助者を同席させることができる。なお、

期末面談において、前条に規定する評価結果の開示を行う際にも評価補助者を同席させ

る場合には、被評価者の十分な理解と同意を得た上で行うものとする。

５ 評価者は、指導及び助言等をより効果的に行う観点から必要と認める場合には、期首

面談又は期末面談について、評価補助者と認識を共有し、評価補助者及び被評価者の十

分な理解と同意を得た上で、評価補助者に代行させることができる。また、期末面談に

おいて、前条に規定する評価結果の開示を評価補助者に代行させる場合には、評価及び

評価結果の開示はあくまでも評価者の責任の下で行うものであることに十分留意するも

のとする。

６ 前５項に定めるもののほか、面談に必要な事項は、別紙３「実施要領」で定める。

（定期評価についての異なる取扱い）

第１０条 次に掲げる職員についての定期評価の実施に際しては、第６条、第７条第１

項（個別評語に係る部分に限る。）及び前条の規定を適用しない。

一 別表２に掲げる標準的な官職に属する官職

二 その他別に定める長期の研修を受けている職員

三 留学中の職員

四 観光庁、気象庁、運輸安全委員会及び海上保安庁に属する幹部職員

（特別評価の実施）

第１１条 特別評価は、条件付任用期間（条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。

以下同じ。）中の職員に対して、能力評価により実施する。

２ 特別評価は、条件付任用期間を評価期間として実施する。

３ 特別評価は、次条及び別紙３「実施要領」に従い実施する。

（特別評価の手続）



第１２条 特別評価の手続は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に規定す

る手続を準用するものとする。

一 条件付採用期間中の職員 第７条（個別評語に係る部分を除く。）

二 条件付昇任期間中の職員 第７条（個別評語に係る部分を除く。）及び第８条

（人事評価記録書の提出及び保管）

第１３条 実施権者は、実施権者と任命権者が異なる職員に係る記録書を、確認を行っ

た日の翌日から起算して３０日以内に任命権者に提出するものとする。

２ 記録書は、次の各号に掲げる記録書の区分に応じ、当該各号に定める者が、実施権

者の確認の日の翌日から５年間保管するものとする。

一 前項の規定により提出された記録書 大臣官房人事課長

二 前号以外の記録書 任命権者

（職員の異動又は併任への対応）

第１４条 職員の異動又は併任については、別紙３「実施要領」に従い、対応するもの

とする。

（苦情への対応）

第１５条 職員の苦情への対応は、別表３のとおり「苦情相談員・苦情処理機関」を設

け、別紙４「苦情対応要領」により行うものとする。

２ 実施権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取

扱いをしてはならない。

３ 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情申出のあった事実及び当該内容につ

いて、その秘密の保持に留意しなければならない。

（細則）

第１６条 この規程の施行に際し必要な事項は、大臣官房人事課長が定める。

附則

１ この訓令は、平成２１年１０月１日から施行する。

２ 国土交通省職員勤務評定実施規則（平成１３年２月２３日国土交通省訓令第１０９号。

以下「国土交通省職員勤務評定実施規則」という。）は、廃止する。

３ 国土交通省職員勤務評定実施規則第１０条の規定に基づき保管される勤務評定記録書

は、内閣官房令附則第３の規定に基づき、この規程の施行日から引き続き５年間保管す

るものとする。

４ この規程の施行日前に条件付任用期間が開始された職員に対しては、第１１条の規定



にかかわらず、附則第２の規定による廃止前の国土交通省職員勤務評定実施規則第５条

に規定する特別評定を実施することができる。

附則（平成２２年３月２９日訓令第１０号）

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。

附則（平成２２年９月３０日訓令第２９号）

この訓令は、平成２２年１０月１日から施行する。

附則（平成２３年３月３０日訓令第１３号）

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。

附則（平成２３年６月３０日訓令第４３号）

この訓令は、平成２３年７月１日から施行する。

附則（平成２４年３月３０日訓令第１７号）

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、別表１の改正規定は、平成

二十四年度の人事評価から適用する。

附則（平成２５年３月２８日訓令第４号）

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。

附則（平成２５年５月１６日訓令第７号）

この訓令は、平成２５年５月１６日から施行する。

附則（平成２５年７月１日訓令第４４号）

この訓令は、平成２５年７月１日から施行する。

附則（平成２５年９月３０日訓令第５２号）

この訓令は、平成２５年１０月１日から施行する。

附則（平成２６年３月３１日訓令第１１号）

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。

附則（平成２６年５月３０日訓令第２７号）

この訓令は、平成２６年５月３０日から施行する。

附則（平成２６年６月２５日訓令第３０号）

この訓令は、平成２６年７月１日から施行する。

附則（平成２６年９月２９日訓令第３８号）

この訓令は、平成２６年１０月１日から施行する。ただし、第１条及び第１０条の改正

部分、別表１の改正部分（被評価者の欄中「公共交通事故被害者支援企画官」の次に「、

障害者政策企画調整官」を、「国際協力官」の次に「、総括国際協力官」を、「地球環境

保全調整官」の次に「、国際展開推進企画調整官」を、「環境・地域振興調整官」の次に

「地方航空支援企画調整官」を加える部分を除く。）並びに別表３の改正部分については、

平成２６年９月３０日から施行する。

附則（平成２７年３月２７日訓令第１６号）

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。



附則（平成２７年３月２７日訓令第２２号）

この訓令は、平成２７年４月１０日から施行する。

附則（平成２７年６月２９日訓令第３０号）

この訓令は、平成２７年７月１日から施行する。

附則（平成２７年９月２９日訓令第３９号）

この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。

附則（平成２８年３月３１日訓令第１３号）

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。

附則（平成２８年９月３０日訓令第２３号）

この訓令は、平成２８年１０月１日から施行する。

附則（平成２９年３月３１日訓令第１４号）

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。

附則（平成２９年４月２４日訓令第２５号）

この訓令は、平成２９年５月１日から施行する。

附則（平成２９年７月２５日訓令第３２号）

この訓令は、平成２９年７月２５日から施行する。

附則（平成２９年９月２９日訓令第３５号）

この訓令は、平成２９年１０月１日から施行する。

附則（平成３０年３月３０日訓令第７号）

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。

附則（平成３０年６月２９日訓令第２９号）

この訓令は、平成３０年７月１日から施行する。

附則（平成３０年８月１７日訓令第４７号）

この訓令は、平成３０年８月１７日から施行する。

附則（平成３０年９月２８日訓令第５６号）

この訓令は、平成３０年９月２８日から施行する。

附則（平成３１年３月２９日訓令第６５号）

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。

附則（令和元年６月２７日訓令第６号）

この訓令は、令和元年７月１日から施行する。

附則（令和２年３月３１日訓令第１７号）

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

附則（令和２年６月２９日訓令第４０号）

この訓令は、令和２年７月１日から施行する。

附則（令和２年９月３０日訓令第８３号）

この訓令は、令和２年１０月１日から施行する。



附則（令和３年３月３１日訓令第２５号）

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。

附則（令和３年６月３０日訓令第３７号）

この訓令は、令和３年７月１日から施行する。

附則（令和３年８月３０日訓令第４２号）

この訓令は、令和３年９月１日から施行する。

附則（令和３年９月２９日訓令第４４号）

この訓令は、令和３年１０月１日から施行する。

附則（令和４年３月３１日訓令第２５号）

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は同年６月１日

から施行する。

附則（令和４年７月１日訓令第４１号）

この訓令は、令和４年７月１日から施行する。

附則（令和４年９月３０日訓令第４３号）

この訓令は、令和４年１０月１日から施行する。

附則（令和５年３月３１日訓令第１８号）

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

２ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令に

よる改正後の国土交通省人事評価実施規程第２条第１号の規定を適用する。

附則（令和５年６月２７日訓令第３３号）

この訓令は、令和５年７月１日から施行する。

附則（令和５年９月２８日訓令第４８号）

この訓令は、令和５年１０月１日から施行する。

附則（令和６年３月２９日訓令第４４号）

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。

附則（令和６年６月２４日訓令第５５号）

この訓令は、令和６年７月１日から施行する。

附則（令和６年９月３０日訓令第７８号）

この訓令は、令和６年１０月１日から施行する。

附則（令和７年３月３１日訓令第１５号）

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。

附則（令和７年３月３１日訓令第１６号）

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。

附則（令和７年６月２４日訓令第４５号）

この訓令は、令和７年７月１日から施行する。
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別表１

評価者等一覧

【内部部局等】

組 織 被 評 価 者 評価者 調整者 実施権者

内部部局等（海

洋利用調査セ

ンター、空港保

安防災教育訓

練センター、シ

ステム開発評

価・危機管理セ

ンター、航空情

報センター、飛

行検査センタ

ー、航空機技術

審査センター、

技術管理セン

ター及び性能

評価センター

を除く。）

事務次官、技監、国土交通審議官 大臣 大臣

官房長、局長、政策統括官、国際統括官、

総括審議官、技術総括審議官、政策立案

総括審議官、公共交通政策審議官、土地

政策審議官、危機管理・運輸安全政策審

議官、海外プロジェクト審議官、上下水

道審議官

事務次官 大臣 大臣

次長、部長、公文書監理官、政策評価審

議官、サイバーセキュリティ・情報化審

議官、審議官、技術審議官、技術参事官、

総括監察官

官房長、局長、国際

統括官、政策立案

総括審議官、公共

交通政策審議官、

上下水道審議官

事務次官 大臣

課長、参事官、政策評価官、危機管理官、

運輸安全監理官、調査官（大臣官房調査

官に限る。）、技術調査官、計画官、特別

地域振興官、住宅戦略官、安全監理官、

安全技術調査官、首席海技試験官

官房長、局長、政策

統括官、国際統括

官、技術総括審議

官、政策立案総括

審議官、公共交通

政策審議官、土地

政策審議官、危機

管理・運輸安全政

策審議官、海外プ

ロジェクト審議

官、上下水道審議

官、サイバーセキ

ュリティ・情報化

審議官又は部長

事務次官 事務次官

専門スタッフ職俸給表３級適用職員、同

職俸給表４級適用職員

官房長、局長、政策

統括官、国際統括

官、政策立案総括

審議官、公共交通

政策審議官、土地

政策審議官、危機

管理・運輸安全政

事務次官 事務次官
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策審議官、海外プ

ロジェクト審議

官、上下水道審議

官、サイバーセキ

ュリティ・情報化

審議官又は部長

専門スタッフ職俸給表適用職員（同職俸

給表３級適用職員及び同職俸給表４級適

用職員を除く。）

課長 官房長、局長、政策

統括官、国際統括

官、政策立案総括

審議官、公共交通

政策審議官、土地

政策審議官、危機

管理・運輸安全政

策審議官、海外プ

ロジェクト審議

官、上下水道審議

官、サイバーセキ

ュリティ・情報化

審議官又は部長

事務次官

室長、企画官、政策企画官、企画専門官、

調整官、企画調整官、国際協力調整官、

国際調整官、危機管理官、開発専門官、

課長補佐、室長補佐、専門調査官、専門

官、秘書官事務取扱、上席監察官、監察

官、人事調整官、人事調査官、地方企画

調整官、総務調整官、広報企画官、会計

管理官、予算調整官、施設管理専門官、

共済管理官、技術企画官、環境安全・地

理空間情報技術調整官、事業評価・保全

企画官、技術開発官、工事監視官、施工

自動化企画官、情報技術企画官、首席運

輸安全調査官、次席運輸安全調査官、運

輸安全調査官、安全防災対策官、災害対

策推進官、運輸防災企画調整官、営繕技

術専門官、保全指導・監督官、営繕企画

官、契約事務改善推進官、営繕計画調整

官、営繕技術企画官、官庁施設計画推進

官、民間資金等活用営繕事業対策官、営

繕積算高度化対策官、官庁施設ストック

総括監察官、課長

（室に属する職員

（室長を除く。）に

あっては、室長で

も可）、参事官、政

策評価官、危機管

理官、運輸安全監

理官、計画官、特別

地域振興官、住宅

戦略官、安全監理

官又は安全技術調

査官

官房長、局長、政策

統括官、国際統括

官、技術総括審議

官、政策立案総括

審議官、公共交通

政策審議官、土地

政策審議官、危機

管理・運輸安全政

策審議官、海外プ

ロジェクト審議

官、上下水道審議

官、サイバーセキ

ュリティ・情報化

審議官又は部長

事務次官



3

高度化推進官、営繕技術基準対策官、官

庁施設防災対策官、設備技術対策官、設

備防災・安全対策官、営繕環境調整官、

統括工事検査官、工事検査官、交通安全

対策官、政策企画調整官、社会資本整備

戦略推進官、政策調査専門官、官民連携

推進官、公共交通事故被害者支援企画調

整官、障害者政策企画調整官、ジェンダ

ー政策推進官、環境政策企画官、交通環

境・エネルギー対策企画官、海洋政策企

画調整官、海洋政策渉外官、交通再構築

企画官、公共交通経営改善対策官、地域

交通計画調整官、都市交通対策企画調整

官、インフラレジリエンス企画官、アセ

ットマネジメント企画調整官、観光・地

域づくり事業調整官、インフラ情報・環

境企画調整官、技術基準企画調整官、国

際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次

世代インフラシステム海外展開推進官、

国際市場整備推進官、国際事業環境調整

官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際

協力政策調整官、国際協力官、国際建設

管理官、海外プロジェクト推進企画調整

官、海外プロジェクト推進官、ＩＴ戦略

企画調整官、情報危機管理官、行政情報

システム効率化推進官、先端ＩＴ企画調

整官、統計企画官、国土政策企画調整官、

国土政策企画官、広域地方計画官、二地

域居住政策推進官、離島振興企画調整官、

国際展開推進官、国際連携調整官、地理

空間情報活用推進官、用地企画官、用地

調整官、土地経済企画調整官、鑑定官、

主任分析官、分析官、地価公示推進官、

国土調査企画官、不動産政策企画官、不

動産市場企画調整官、土地政策企画官、

土地調整官、紛争調整官、都市企画調整

官、都市政策推進官、都市環境推進官、

国際・デジタル政策企画調整官、都市安

全推進官、都市防災対策官、まちづくり
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調整官、国際競争力強化推進官、土地利

用調整官、施設計画調整官、環境計画調

整官、開発企画調整官、拠点整備事業推

進官、街路事業調整官、街路交通施設安

全対策官、公園利用推進官、国際緑地環

境対策官、河川企画調整官、水政企画官、

法務企画調整官、河川利用企画調整官、

河川事業調整官、国際河川技術調整官、

河川経済調査官、河川環境保全企画調整

官、水防企画官、水防調整官、技術調整

官、流域治水企画官、上下水道政策企画

官、上下水道事業調整官、上下水道国際

推進官、流域計画調整官、防災企画官、

総括災害査定官、災害査定官、防災政策

調整官、緊急災害対策派遣官、水源地域

対策企画官、水循環推進調整官、砂防計

画調整官、土砂災害防止技術推進官、総

合土砂企画官、土砂・洪水氾濫対策官、

海洋開発企画官、道路企画調整官、道路

政策企画官、道路利用調整官、道路交通

企画官、自動走行高度化推進官、道路事

業調整官、海外道路プロジェクト推進官、

国道事業調整官、道路環境調整官、道路

防災調整官、地域道路調整官、高速道路

事業調整官、有料道路利用調整官、自転

車活用推進官、住宅企画調整官、住生活

サービス産業振興官、住宅活用調整官、

民間事業支援調整官、公共住宅活用推進

官、住宅産業適正化調整官、評価業務等

監督調整官、住宅ストック活用・リフォ

ーム推進官、建築業務適正化推進官、建

築デジタル推進官、昇降機等事故対策官、

監督調整官、建築環境推進官、脱炭素化

推進官、輸送障害対策推進官、新高速鉄

道企画調整官、駅機能高度化推進官、地

域鉄道戦略企画調整官、技術基準管理官、

鉄道イノベーション推進官、新幹線鉄道

整備技術調整官、地下施設安全企画調整

官、環境対策調整官、首席鉄道安全監査
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官、鉄道安全監査官、事故対策官、バス

高速輸送システム推進官、財務企画調整

官、物流革新推進官、次世代物流システ

ム推進官、物流環境政策調整官、物流渉

外官、災害物流対策官、トラック輸送パ

ートナーシップ推進官、貨物流通事業適

正化推進官、国際複合物流企画調整官、

事故防止対策推進官、首席自動車安全監

査官、自動車安全監査官、自動車事故対

策事業企画調整官、訟務官、被害者保護

企画調整官、自動運転戦略官、自動車脱

炭素化推進官、自動車情報活用推進官、

自動車登録番号標企画調整官、地域交通

対策官、バス事業活性化調整官、タクシ

ー事業活性化調整官、自動車基準協定調

整官、自動運転技術審査官、型式指定業

務指導官、完成検査業務適正化対策官、

リコール業務指導官、ユーザー情報企画

調整官、整備事業指導官、点検整備推進

対策官、電子装置整備推進官、国際企画

調整官、自動運航戦略官、首席運航労務

監理官、次席運航労務監理官、油濁保障

対策官、海洋開発企画調整官、環境政策

推進官、脱炭素化推進官、シップ・リサ

イクル対策調整官、内航海運技術革新推

進官、国際業務調整官、労働環境技術活

用推進官、産業保健企画官、国際海上輸

送企画官、外航海運事業調整官、海賊対

策調整官、離島航路経営改善対策官、内

航海運効率化対策官、船舶産業基盤整備

推進官、人材政策企画官、船舶産業技術

活用推進官、船舶流通推進官、首席船舶

検査測度官、次席船舶検査測度官、船舶

検査測度官、船級協会業務調整官、海技

企画官、小型船舶対策官、水先業務調整

官、事業調整官、港湾管理高度化指導官、

港湾経済企画官、港運高度化対策官、港

湾運送サービス活性化対策官、港湾利用

調整官、特定港湾運営会社指導官、港湾
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情報化企画調整官、計画企画官、港湾計

画審査官、事業企画官、港湾インフラ連

携調整官、産業連携企画調整官、新エネ

ルギー活用推進官、首席国際調整官、技

術企画調整官、首席港湾工事安全推進官、

港湾工事安全推進官、品質確保企画官、

建設企画調整官、港湾工事高度化指導官、

技術基準調整官、国際標準化推進官、海

洋・環境企画調整官、津波対策企画調整

官、広域連携推進官、首席港湾保安管理

官、港湾保安管理官、航空脱炭素化推進

企画官、航空イノベーション推進官、適

正業務企画調整官、危機管理調整官、航

空物流企画調整官、地域振興・環境調整

官、空港周辺地域活性化推進官、空港運

営権企画調整官、空港機能高度化推進官、

グランドハンドリング戦略企画調整官、

航空交渉官、航空交渉調査官、地方航空

活性化推進官、地方航空支援企画調整官、

大都市圏空港計画官、空港施設高度利用

推進官、空港インフラ連携調整官、空港

脱炭素化推進官、空港施設企画調整官、

首都圏空港調整官、近畿圏空港企画調整

官、中部圏空港企画調整官、安全政策企

画官、安全管理推進官、運航基準高度化

企画調整官、航空事業安全推進官、首席

運航審査官、外国航空機安全対策調整官、

小型航空機安全対策官、首席航空機検査

官、首席整備審査官、養成企画調整官、

首席航空従事者試験官、空港安全国際調

整官、空港運営安全企画調整官、航空保

安対策企画調整官、航空保安国際業務推

進官、航空保安脅威評価官、航空保安監

査官、交通管制安全監督官、航空医学評

価官、無人航空機企画調整官、新システ

ム技術推進官、教育訓練企画官、管制運

用企画調整官、運用調整官、航空情報企

画調整官、交通管制機械設備調整官、航

空管制調査官、航空管制技術調査官、航
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空管制運航情報調査官、アイヌ政策調整

官、調査官（大臣官房調査官を除く。）、

経理指導官、事業計画調整官、計画推進

企画官、予算専門官（以下この表におい

て「内部部局等の室長等」という。）

海技試験官（首席海技試験官を除く。） 首席海技試験官 局長 事務次官

運航審査官（首席運航審査官を除く。） 首席運航審査官 部長 事務次官

主幹整備審査官、整備審査官（首席整備

審査官を除く。）

首席整備審査官 部長 事務次官

航空従事者試験官（首席航空従事者試験

官を除く。）

首席航空従事者試

験官

部長 事務次官

航空機検査官（首席航空機検査官を除

く。）

首席航空機検査官 部長 事務次官

係長、主査、専門職、経済分析職、主任、

一般職員

内部部局等の室長

等（課長補佐が置

かれている場合に

あっては、室長を

除く。）

総括監察官、課長、

室長（課長補佐が

置かれている場合

に限る。）、参事官、

政策評価官、危機

管理官、運輸安全

監理官、調査官、技

術調査官、計画官、

特別地域振興官、

住宅戦略官、安全

監理官又は安全技

術調査官

事務次官

センター所長 課長 局長又は部長 事務次官

内部部局等（海

洋利用調査セ

ンター、空港保

安防災教育訓

練センター、シ

ステム開発評

価・危機管理セ

ンター、航空情

報センター、飛

行検査センタ

ー、航空機技術

審査センター、

技術管理セン

準天頂衛星連携調整官、課長補佐、専門

官（飛行検査センターに属する専門行政

職俸給表適用職員を除く。）、主任技術専

門官、空港保安防災指導官、航空管制調

査官、航空管制技術調査官、航空管制運

航情報調査官、航空機検査官、型式証明

調整官、首席設計審査官、先任航空情報

管理管制運航情報官、先任技術管理航空

管制技術官、先任技術管理航空灯火・電

気技術官、先任技術管理施設運用管理官、

先任性能評価航空管制技術官、先任施設

運用管理官、首席飛行検査官、飛行検査

安全運航管理官、首席開発評価管理官

課長又はセンター

所長（海洋利用調

査センターを除

く。）

局長又は課長 事務次官
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ター及び性能

評価センター）

主幹設計審査官、設計審査官 首席設計審査官 センター所長 事務次官

次席航空情報管理管制運航情報官、次席

技術管理航空管制技術官、次席性能評価

航空管制技術官、次席飛行検査官、次席

開発評価管理官

先任航空情報管理

管制運航情報官、

先任技術管理航空

管制技術官、先任

性能評価航空管制

技術官、首席飛行

検査官又は首席開

発評価管理官

センター所長 事務次官

航空情報管理管制運航情報官、技術管理

航空管制技術官、技術管理航空灯火・電

気技術官、技術管理施設運用管理官、性

能評価航空管制技術官、施設運用管理官、

航空灯火・電気技術官、飛行検査官、専

門官（飛行検査センターに属する専門行

政職俸給表適用職員に限る。）、開発評価

管理官（先任航空情報管理管制運航情報

官、先任技術管理航空管制技術官、先任

技術管理航空灯火・電気技術官、先任性

能評価航空管制技術官、先任施設運用管

理官、次席航空情報管理管制運航情報官、

次席技術管理航空管制技術官、次席性能

評価航空管制技術官、首席飛行検査官、

次席飛行検査官、首席開発評価管理官及

び次席開発評価管理官を除く。）

先任技術管理航空

灯火・電気技術官、

先任技術管理施設

運用管理官、先任

施設運用管理官、

次席航空情報管理

管制運航情報官、

次席技術管理航空

管制技術官、次席

性能評価航空管制

技術官、次席飛行

検査官又は次席開

発評価管理官

センター所長 事務次官

係長、主査、技術専門官（主任技術専門

官を除く。）、主任、一般職員

課長補佐、専門官、

主任技術専門官、

空港保安防災指導

官又は次席飛行検

査官

課長又はセンター

所長（海洋利用調

査センターを除

く。）

事務次官

【施設等機関】

組 織 被 評 価 者 評価者 調整者 実施権者

国土交通政策

研究所

所長 事務次官 事務次官

副所長 所長 所長

課長、総括主任研究官、研究調整官、主

任研究官、研究官

副所長 所長 所長

係長、一般職員 課長 副所長 所長
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国土技術政策

総合研究所

所長 事務次官 事務次官

副所長、研究総務官（港湾空港関係事務

担当を除く。）、部長（管理調整部長、建

築研究部長、住宅研究部長、都市研究部

長、港湾・沿岸海洋研究部長及び空港研

究部長を除く。）、センター長（港湾情報

化支援センター長を除く。）

所長 所長

研究総務官（港湾空港関係事務担当に限

る。）、部長（管理調整部長、建築研究部

長、住宅研究部長、都市研究部長、港湾・

沿岸海洋研究部長及び空港研究部長に

限る。）、センター長（港湾情報化支援セ

ンター長に限る。）

副所長 所長 所長

課長、室長、調査官、福利厚生官、契約

財産管理官、総務管理官、サイバーセキ

ュリティ対策・情報利活用推進官、イン

フラ情報高度利用技術研究官、基準研究

官、上下水道研究官、浄水処理・水道防

災システム研究官、下水道エネルギー・

機能復旧研究官、河川構造物管理研究

官、水防災システム研究官、水環境研究

官、土砂災害情報研究官、道路研究官、

道路防災研究官、道路情報高度化研究

官、道路構造物管理システム研究官、道

路構造物機能復旧研究官、建築新技術統

括研究官、建築品質研究官、建築災害対

策研究官、建築環境新技術研究官、住宅

性能研究官、住宅情報システム研究官、

沿岸海洋新技術研究官、津波・高潮災害

研究官、港湾新技術研究官、空港新技術

研究官、建設マネジメント研究官、国土

防災研究官、情報研究官

部長又はセンタ

ー長

所長（管理調整

部、建築研究部、

住宅研究部、都

市研究部、港湾・

沿 岸 海 洋 研 究

部、空港研究部

又は港湾情報化

支援センターに

属する職員にあ

っては、副所長）

所長

主任研究官（港湾・沿岸海洋研究部、空

港研究部又は港湾情報化支援センター

に属する職員に限る。）

部長又はセンタ

ー長

副所長 所長

主任研究官（港湾・沿岸海洋研究部、空

港研究部又は港湾情報化支援センター

に属する職員を除く。）

課長又は室長（建

築研究部、住宅研

究部又は都市研

究部に属する職

部長又はセンタ

ー長（建築研究

部、住宅研究部

又は都市研究部

所長
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員及び課又は室

に属さない職員

にあっては、部長

又はセンター長）

に属する職員に

あっては、副所

長。課又は室に

属さない職員に

あっては、所長）

建設専門官（総務部に属する職員に限

る。）

部長 所長 所長

建設専門官（総務部に属する職員を除

く。）、課長補佐、専門官（空港研究部に

属する職員を除く。）、主任指導官

課長、室長又は総

務管理官

部長又はセンタ

ー長

所長

専門官（空港研究部に属する職員に限

る。）

部長 副所長 所長

研究官、研究員（港湾・沿岸海洋研究部、

空港研究部又は港湾情報化支援センタ

ーに属する職員に限る。）

部長又はセンタ

ー長

副所長 所長

研究官、研究員（港湾・沿岸海洋研究部、

空港研究部又は港湾情報化支援センタ

ーに属する職員を除く。）

課長、室長又はサ

イバーセキュリ

ティ対策・情報利

活用推進官（管理

調整部、建築研究

部、住宅研究部又

は都市研究部に

属する職員及び

課又は室に属さ

ない職員にあっ

ては、部長又はセ

ンター長）

部長又はセンタ

ー長（管理調整

部、建築研究部、

住宅研究部又は

都市研究部に属

する職員にあっ

ては、副所長。課

又は室に属さな

い職員にあって

は、所長）

所長

係長、指導員、主任、一般職員（管理調

整部、港湾・沿岸海洋研究部、空港研究

部又は港湾情報化支援センターに属す

る職員を除く。）

課長、室長、総務

管理官又はサイ

バーセキュリテ

ィ対策・情報利活

用推進官

部長又はセンタ

ー長

所長

係長、主任、一般職員（管理調整部、港

湾・沿岸海洋研究部、空港研究部又は港

湾情報化支援センターに属する職員に

限る。）

課長（課に属さな

い職員にあって

は、部長又はセン

ター長）

部長又はセンタ

ー長（課に属さ

ない職員にあっ

ては、副所長）

所長

国

土

交

本校 校長 事務次官 事務次官

副校長 校長 校長

教授、部長 校長又は副校長 校長 校長
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通

大

学

校

課長 部長 校長 校長

科長、主任教官、環境安全技術研修官、

測量新技術研修官、環境・防災情報研修

官、専門スタッフ職俸給表適用職員

部長 副校長 校長

建設専門官、課長補佐 課長 部長 校長

教官 科長 部長 校長

係長 部長又は課長 副校長又は部長 校長

主任、一般職員 科長、建設専門官

又は課長補佐

部長又は課長 校長

柏研修セ

ンター

所長 校長 校長

企画調整官 所長 校長 校長

課長、主任研修指導官 企画調整官 所長 校長

研修指導官 主任研修指導官 企画調整官 校長

専門官、係長、主任、一般職員 課長 企画調整官 校長

航

空

保

安

大

学

校

本校 校長 航空局長 事務次官 事務次官

教頭、事務局長 校長 校長

科長、研修調整官 教頭 校長 校長

課長 事務局長 校長 校長

教官 科長 教頭 校長

課長補佐、専門官、係長、主任、一般職

員

課長又は科長 事務局長又は教

頭

校長

岩沼研修

センター

所長 校長 校長

課長、首席教官 所長 校長 校長

科長、専門研修調整官 首席教官 所長 校長

教官 科長 首席教官 校長

専門官、係長、主任、一般職員 課長 所長 校長

【特別の機関】

組 織 被 評 価 者 評価者 調整者 実施権者

国

土

地

理

院

本院 院長 事務次官 事務次官

参事官、部長、主任監査官、適正業務管

理官、専門スタッフ職俸給表適用職員

院長 院長

課長、室長、監査官、調整官、調査官、

人事計画官、予算調整官、契約管理官、

福利厚生官、技術政策企画官、国際連携

調整推進官、測量生産性向上推進官、測

地技術調整官、測地技術活用推進官、電

子国土調整官、連携調整推進官、サイバ

部長 参事官 院長
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ーセキュリティ推進官、国土基盤情報調

整官、空間情報技術活用推進官、環境地

理情報企画官、防災地理教育推進官、防

災地理情報活用推進官、地理普及広報官、

建設専門官、専門調査官

調査員、課長補佐、室長補佐、専門職、

地図測量広報相談官、専門官、技術専門

員、主任指導官、指導官、係長、検査官、

調査専門職、指導員、主任、一般職員

課長又は室長 部長 院長

センター センター長 院長 院長

課長、室長、地理地殻活動総括研究官、

測量新技術研究官、地震調査官、火山調

査官、火山情報活用推進官、地殻変動即

時解析推進官、専門調査官

センター長 参事官 院長

主任研究官、調査員、課長補佐、専門職、

専門官、技術専門員、主任指導官、指導

官、研究官、係長、調査専門職、指導員、

主任、一般職員

課長又は室長 センター長 院長

地方測量

部

部長 参事官 院長 院長

次長、課長、地理空間情報管理官、防災・

地理空間情報管理官、主任指導官

部長 参事官 院長

調査員、専門職、技術専門員、指導官、

係長、調査専門職、指導員、主任、一般

職員

課長 部長 院長

支所 支所長 参事官 院長 院長

調査員、専門職、技術専門員、主任指導

官、指導官、係長、調査専門職、指導員、

主任、一般職員

支所長 参事官 院長

小笠原総合事

務所

所長 特別地域振興官 国土政策局長 事務次官

課長 所長 所長

係長、主査、一般職員 課長 所長 所長

海

難

審

判

所

本所 所長 事務次官 事務次官

首席審判官、首席理事官 所長 所長

審判官、理事官 首席審判官又は

首席理事官

所長 所長

課長 所長 所長

課長補佐、専門官、係長、主査、書記、

主任、一般職員

課長 所長 所長

地方審判 地方所長 所長 所長
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所 審判官、理事官、書記官 地方所長 所長 所長

書記、一般職員 書記官 地方所長 所長

支所 支所長 所長 所長

理事官、書記官 支所長 所長 所長

書記、一般職員 書記官 支所長 所長

【地方支分部局】

組 織 被 評 価 者 評価者 調整者 実施権者

地

方

整

備

局

本局 局長 事務次官 事務次官

副局長、次長 局長 局長

部長、広報広聴対策官、統括防災官、総

括調整官、営繕特別事業管理官、専門ス

タッフ職俸給表適用職員

局長、副局長又は

次長

局長 局長

主任監査官、入札契約監査官、適正業務

管理官、総括防災調整官、防災管理官、

防災情報調整官、室長（防災室長及び災

害対策マネジメント室長に限る。）

局長、副局長、次

長、部長又は統括

防災官

局長、副局長又は

次長

局長

課長（経理調達課長を除く。）、室長（防

災室長及び災害対策マネジメント室長を

除く。）、センター長、調査官、予算調整

官、人事計画官、契約管理官（港湾空港

関係事務担当を除く。）、財産管理官、福

利厚生官、企画調整官、企画調査官、技

術企画官、技術調整管理官、環境調整官、

技術開発調整官、事業調整官、震災対策

調整官、震災伝承推進官、総括技術検査

官、工事品質調整官、建設情報・施工高

度化技術調整官、電気情報技術高度化調

整官、事業認定調整官、建設産業調整官、

建設業適正契約推進官、不動産業適正化

推進官、土地市場監視官、都市調整官、

公園調整官、住宅調整官、河川調査官、

水政調整官、地域河川調整官、総合土砂

管理官、河川情報管理官、低潮線保全官、

河川保全管理官、広域水管理官、上下水

道調整官、道路企画官、路政調整官、地

域道路調整官、特定道路工事対策官、道

路情報管理官、道路調査官、道路保全企

画官、道路防災調整官、高規格道路管制

部長 局長、副局長又は

次長

局長
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官、交通拠点調整官、港湾空港企画官、

計画企画官、事業計画官、技術審査官、

港湾危機管理官、事業継続計画官、港湾

高度利用調整官、港政調整官、品質検査

官、東京国際空港対策官、補償管理官、

土砂処分管理官、先任建設管理官（港湾

空港関係事務担当に限る。）、設備技術対

策官、営繕品質管理官、官庁施設管理官、

営繕調査官、営繕調整官、用地計画官、

用地調整官、用地調査官、用地補償・土

地調整管理官、統括建設管理官

経理調達課長、人事企画官、契約管理官

（港湾空港関係事務担当に限る。）、主任

指導官（港湾空港関係事務担当に限る。）

総括調整官（港湾

空港関係事務担

当）

副局長又は次長 局長

課長補佐、室長補佐、電気通信管理主査、

主任指導官（港湾空港関係事務担当を除

く。）、指導官、監査官、建設専門官、先

任建設管理官、用地官、技術検査官、水

災害対策専門官、河川保全専門官、道路

構造保全官、統括港湾保安管理官、港湾

情報化推進官、営繕技術専門官、保全指

導・監督官、営繕設計審査官、官庁施設

防災対策官、専門官（港湾空港関係事務

担当を除く。）、専門調査官

部長、課長、室長又

はセンター長

局長、副局長、次

長、部長又は統括

防災官

局長

係長、専門員、高規格道路管制員、主任、

一般職員（港湾空港関係事務担当を除

く。）、指導員

課長、室長、センタ

ー長、課長補佐又

は室長補佐

部長、課長又は室

長（局付の室に属

する職員にあって

は、本局副局長、次

長又は統括防災

官）

局長

課長補佐、専門官、係長、主任、一般職

員（港湾空港関係事務担当に限る。）

課長、室長又はセ

ンター長（総務部

に属する職員に

あっては、人事企

画官又は経理調

達課長）

部長（総務部に属

する職員にあっ

ては、総括調整官

（港湾空港関係

事務担当））

局長

事務所・

管 理 所

（港湾事

事務所長、センター長、管理所長 局長、副局長又は

本局次長

局長 局長

副所長、総括技術情報管理官 事務所長、センタ 局長、副局長又は 局長
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務所、特

定離島港

湾 事 務

所、空港

整備事務

所、港湾・

空港整備

事務所、

航路事務

所、港湾

空港技術

調査事務

所 を 除

く。）

ー長 本局次長

課長、室長、出張所長、支所長、建設専

門官、契約事務管理官、用地対策官、工

事品質管理官、事業対策官、総括地域防

災調整官、地域防災調整官、総括保全対

策官、電気情報技術調整官、技術開発対

策官、技術情報管理官、保全対策官、占

用調整管理官、構造物維持管理官、雪害

対策官、地震津波対策官、専門調査官

事務所長、センタ

ー長又は副所長

局長、副局長、本

局次長又は事務

所長

局長

建設監督官、用地官、保全指導・監督官、

営繕技術専門官、上席専門職、堰管理専

門官、専門職、専門官、主任指導官、指

導官

事務所長、センタ

ー長、副所長、管

理所長、課長、出

張所長又は支所

長

局長、副局長、本

局次長又は事務

所長

局長

係長、専門調査員、専門員、工事施工指

導員、指導員

管理所長、課長、

出張所長又は支

所長

局長、副局長、本

局次長、事務所

長、センター長又

は管理所長

局長

主任、一般職員 課長、室長、出張

所長又は支所長

（課、室及び建設

監督官を置かな

い事務所又は管

理所に属する職

員にあっては、事

務所長又は管理

所長）

事務所長、センタ

ー長又は管理所

長（課、室及び建

設監督官を置か

ない事務所又は

管理所に属する

職員にあっては、

局長、副局長又は

本局次長）

局長

港湾事務

所、特定

離島港湾

事務所、

空港整備

事務所、

港湾・空

港整備事

務所、航

路 事 務

所、港湾

空港技術

事務所長 副局長又は本局

次長

局長 局長

副所長、統括建設管理官、課長、先任建

設管理官、契約調整官、補償調整官、沿

岸防災対策官、海洋利用調整官、港湾保

安調査官、港湾施設分析評価官、沿岸防

災調査官、補償調査官、建設管理官、契

約事務管理官、工事安全管理官、港湾利

用調査官、海洋利用調査官、主任指導官

事務所長 副局長又は本局

次長

局長

課等に属する職員（課長、先任建設管理

官、沿岸防災対策官及び海洋利用調整官

を除く。）

課長、先任建設管

理官、沿岸防災対

策官及び海洋利

事務所長 局長
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調査事務

所

用調整官

海事職俸

給表適用

職員（小

型船舶に

乗り組む

職員を除

く。）

船長、機関長、事務長 事務所長 副局長又は本局

次長

局長

機関部に属する職員以外の

職員（船長を除く。）

船長 事務所長 局長

機関部に属する職員（機関長

を除く。）

機関長 事務所長 局長

局の出張

所

出張所長 局長、副局長又は

本局次長

局長 局長

建設監督官、係長、主任、一般職員 出張所長 局長、副局長又は

本局次長

局長

北

海

道

開

発

局

本局 局長 事務次官 事務次官

次長、部長、首席監察官、開発監理部次

長、調整官

局長 局長

課長、室長、入札契約監察官、監察官、

監査官、営繕品質調査官、開発調査官

部長又は首席監察

官

局長 局長

総務企画官、適正業務管理官、人事企画

官、人事対策官、会計指導官、会計企画

官、福利厚生管理官、職員企画官、用地

企画官、用地補償管理官、開発企画官、

開発調整推進官、アイヌ施策推進企画官、

象徴空間施設管理官、広報企画官、教務

指導官、まちづくり事業推進官、都市事

業管理官、工事評価管理官、工事契約管

理官、技術管理企画官、地震津波対策官、

災害対策管理官、機械企画官、建設情報・

施工高度化推進官、デジタル基盤整備企

画官、電気通信高度化対策官、行政情報

化推進官、建設産業企画官、不動産業適

正化推進官、建設行政企画官、河川企画

官、河川計画調査官、河川計画管理官、

河川調整推進官、河川技術対策官、河川

構造物対策官、河川情報管理官、低潮線

保全官、道路企画官、道路調査官、道路

技術対策官、道路防災対策官、道路防災

調整官、道路交通管理官、道路保全対策

官、地域事業管理官、上下水道調整官、

港湾企画官、港湾計画管理官、港湾管理

課長、室長、監察

官、監査官又は営

繕品質調査官

部長又は首席監

察官

局長
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官、港湾保安管理官、事業計画推進官、

農業施設管理官、農業企画官、事業調査

官、農業振興対策官、水産企画官、漁港

管理官、官庁施設管理官、設備技術対策

官、営繕監督官、建設監督官、用地官、

開発専門官、課長補佐、室長補佐、監察

官補佐、監査官補佐、営繕品質調査官補

佐、専門調査官、建築安全専門官、建設

業適正契約専門官、河川計画専門官、流

域治水専門官、河川技術専門官、水災害

予報専門官、道路計画専門官、道路調査

専門官、道路技術専門官、道路防災専門

官、上席道路交通管理専門官、道路交通

管理専門官、管理専門官、管理技術専門

官、負担対策専門官、土地改良技術専門

官、利水・洪水調節専門官、情報化施工

推進専門官、事業調査専門官、農業調整

専門官、水産計画専門官、水産技術専門

官、漁港輸出専門官、漁港管理専門官、

営繕契約専門官、官庁施設技術専門官、

官庁施設防災専門官、設計審査専門官、

営繕品質専門官、主任指導官、指導官、

係長、専門官、施設整備専門官、上席専

門官、指導員、主任、一般職員

開発建設

部

部長 局長 局長

次長、事業調整官、調査官、技術管理官、

事務所長

部長 本局部長 局長

課長、広報官、技術検査官、工事品質管

理官、特定用地対策官、特定公物管理対

策官、流域治水対策官、特定治水事業対

策官、ダム事業対策官、河川管理推進官、

特定道路事業対策官、道路防災推進官、

空港対策官、農業環境保全対策官、特定

業務対策官、道路設計管理官、道路施工

保全官、港湾施工管理官、土地改良情報

対策官、事務所副所長、事務所課長、支

所長、事業所長

次長、事業調整官

又は事務所長

部長 局長

開発専門官、課長補佐、専門調査官、合

同庁舎管理官、補償審査官、施設保全対

課長、広報官、特定

用地対策官、特定

次長、事業調整官

又は事務所長

局長
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策官、流域治水対策専門官、上席工務専

門官、道路整備保全対策官、上席治水専

門官、石狩川総合水管理調査官、水防災

対策官、道路調査官、上席道路計画専門

官、上席道路整備保全専門官、海洋利用

対策官、港湾施設分析評価官、上席農業

開発専門官、農業水利対策官、道路設計

官、上席道路設計専門官、農業調査専門

官、事業専門官、主任指導官、指導官、

専門官、河川管理指導官、道路管理指導

官、副長、班長、係長、工務専門官、治

水専門官、道路計画専門官、道路整備保

全専門官、農業開発専門官、道路設計専

門官、上席専門官、指導員、主任、一般

職員

公物管理対策官、

流域治水対策官、

空港対策官、農業

環境保全対策官、

特定業務対策官、

道路設計管理官、

道路施工保全官、

土地改良情報対策

官、事業所長、事務

所課長又は支所長

地

方

運

輸

局

本局 局長（運輸監理部長を含む。） 事務次官 事務次官

次長 局長 局長

部長、部次長、首席海技試験官 次長又は局長（運

輸監理部長を含

む。）

局長（運輸監理部

長を含む。）

局長（運輸監

理部長を含

む。）

課長、安全防災・危機管理調整官、運輸

防災調整官、計画調整官、地方鉄道再構

築推進調整官、海事交通計画調整官、調

整官、離島航路活性化調整官、海事保安・

事故対策調整官、企画調整官、広報対策

官、物流施設対策官、観光戦略推進官、

首席鉄道安全監査官、安全指導推進官、

首席自動車監査官、保安・環境調整官、

貨物調整官、船舶産業振興官、首席運航

労務監理官、首席海事技術専門官、首席

外国船舶監督官、首席運輸企画専門官、

首席陸運技術専門官

部長 次長又は局長（運

輸監理部長を含

む。）

局長（運輸監

理部長を含

む。）

主任指導官、指導官 部長、課長、首席

鉄道安全監査官、

首席自動車監査

官、首席運航労務

監理官、首席海事

技術専門官、首席

海技試験官、首席

部長、次長又は局

長（運輸監理部長

を含む。）

局長（運輸監

理 部 長 を 含

む。）
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外国船舶監督官、

首席運輸企画専

門官又は首席陸

運技術専門官

鉄道安全監査官、自動車監査官、運航労

務監理官、海事技術専門官、海技試験官、

外国船舶監督官、運輸企画専門官、陸運

技術専門官（首席鉄道安全監査官、首席

自動車監査官、首席運航労務監理官、首

席海事技術専門官、首席海技試験官、首

席外国船舶監督官、首席運輸企画専門官

及び首席陸運技術専門官を除く。）

首席鉄道安全監

査官、首席自動車

監査官、首席運航

労務監理官、首席

海事技術専門官、

首席海技試験官、

首席外国船舶監

督官、首席運輸企

画専門官又は首

席陸運技術専門

官（該当職種が無

い場合にあって

は、課長）

部長 局長（運輸監

理 部 長 を 含

む。）

首席自動車監査官、首席海事技術専門官

又は首席運輸企画専門官に属する職員

（自動車監査官、海事技術専門官及び運

輸企画専門官を除く。）

首席自動車監査

官、首席海事技術

専門官又は首席

運輸企画専門官

部長 局長（運輸監

理 部 長 を 含

む。）

課に属する職員（課長を除く。） 課長 部長 局長（運輸監

理 部 長 を 含

む。）

運輸支局 支局長 局長 局長

次長 支局長 本局次長又は局

長

局長

首席運輸企画専門官、首席陸運技術専門

官、首席海事技術専門官、主任指導官、

指導官

支局次長又は支

局長

本局次長又は局

長

局長

運輸支局に属する職員（支局長、次長、

首席運輸企画専門官、首席陸運技術専門

官、首席海事技術専門官、主任指導官及

び指導官を除く。）

首席運輸企画専

門官、首席陸運技

術専門官又は首

席海事技術専門

官（該当職種が無

い場合にあって

は、支局次長）

支局次長又は支

局長

局長

事務所 所長 本局次長又は局

長（運輸監理部長

局長（運輸監理部

長を含む。支局に

局長（運輸監

理 部 長 を 含
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を含む。支局に置

かれる事務所に

あっては、支局

長）

置かれる事務所

にあっては、本局

次長又は局長）

む。）

次長、首席運輸企画専門官、首席海事技

術専門官、主任指導官、指導官

所長 本局次長又は局

長（運輸監理部長

を含む。支局に置

かれる事務所に

あっては、支局

長）

局長（運輸監

理 部 長 を 含

む。）

運輸企画専門官、陸運技術専門官、海事

技術専門官（首席運輸企画専門官及び首

席海事技術専門官を除く。）

首席運輸企画専

門官又は首席海

事技術専門官（該

当職種が無い場

合にあっては、所

長）

所長 局長（運輸監

理 部 長 を 含

む。）

事務所に属する職員（所長、次長、運輸

企画専門官、陸運技術専門官、海事技術

専門官、主任指導官及び指導官を除く。）

次長、首席運輸企

画専門官又は首

席海事技術専門

官（該当職種が無

い場合にあって

は、所長）

所長 局長（運輸監

理 部 長 を 含

む。）

地

方

航

空

局

本局 局長 航空局長 事務次官 事務次官

次長 局長 局長

部長、安全管理官、統括空港連携調整官、

部次長、統括事業安全監督官

次長 局長 局長

課長、適正業務管理官、空港連携調整官、

災害対策推進官、技術管理官、広報対策

官、航空保安監査官、先任整備審査官、

先任運航審査官、先任航空機検査官、先

任航空従事者試験官、空港管理企画調整

官、空港経営改革調整官、地域振興・環

境調整官、建築施設保全対策官、交通管

制機械設備調整官

次長、部長、安全管

理官又は統括空港

連携調整官

局長又は次長 局長

整備審査官、運航審査官、航空機検査官、

航空従事者試験官（先任整備審査官、先

任運航審査官、先任航空機検査官及び先

任航空従事者試験官を除く。）

先任整備審査官、

先任運航審査官、

先任航空機検査

官又は先任航空

従事者試験官

安全管理官 局長
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課に属する職員（課長を除く。） 課長 部長又は安全管理

官

局長

空港事務

所

所長 本局次長 局長 局長

次長、部長、企画調整官、総務調整官、

システム運用管理官、運航効率化推進官

所長 本局次長 局長

課長、広報企画調整官、空港業務調整官、

地域調整官、空港安全調整官、空港施設

保全対策官、先任施設運用管理官、先任

航空灯火・電気技術官、先任航空管制運

航情報官、先任航空管制通信官、先任航

空管制官、先任航空管制技術官

所長、次長、部長又

は総務調整官

本局部長 局長

次席航空管制運航情報官、次席航空管制

通信官、次席航空管制官、次席航空管制

技術官

先任航空管制運

航情報官、先任航

空管制通信官、先

任航空管制官、先

任航空管制技術

官又はシステム

運用管理官

所長、次長又は部

長

局長

施設運用管理官、航空灯火・電気技術官、

航空管制運航情報官、航空管制通信官、

航空管制官、航空管制技術官（先任施設

運用管理官、先任航空灯火・電気技術官、

先任航空管制運航情報官、先任航空管制

通信官、先任航空管制官、先任航空管制

技術官、次席航空管制運航情報官、次席

航空管制通信官、次席航空管制官及び次

席航空管制技術官を除く。）

先任施設運用管

理官、先任航空灯

火・電気技術官、

先任航空管制運

航情報官、先任航

空管制通信官、先

任航空管制官、先

任航空管制技術

官、次席航空管制

運航情報官、次席

航空管制通信官、

次席航空管制官

又は次席航空管

制技術官

所長、次長、部長、

先任航空管制運

航情報官、先任航

空管制通信官、先

任航空管制官、先

任航空管制技術

官又はシステム

運用管理官

局長

課に属する職員（課長を除く。） 課長 所長、部長又は総

務調整官

局長

空港出張

所

所長 本局次長 局長 局長

先任航空管制運航情報官、先任航空管制

官、先任航空管制技術官

所長 本局部長 局長
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出張所に属する職員（所長、先任航空管

制運航情報官、先任航空管制官及び先任

航空管制技術官を除く。）

先任航空管制運

航情報官、先任航

空管制官又は先

任航空管制技術

官

所長 局長

空港・航空

路監視レ

ーダー事

務所

所長 本局次長 局長 局長

次長 所長 本局次長 局長

課長、先任航空管制官、先任航空管制技

術官

所長 本局部長 局長

事務所に属する職員（所長、次長、課長、

先任航空管制官及び先任航空管制技術官

を除く。）

課長、先任航空管

制官又は先任航

空管制技術官

所長 局長

航空交通管制

部

部長 航空局長 事務次官 事務次官

次長、総務管理官 部長 部長

課長、先任施設運用管理官、先任航空交

通管理管制官、先任航空交通管理管制運

航情報官、先任航空交通管理管制技術官、

先任航空管制官、先任航空管制技術官

次長又は総務管

理官

部長 部長

次席航空交通管理管制官、次席航空交通

管理管制運航情報官、次席航空交通管理

管制技術官、次席航空管制官、次席航空

管制技術官

先任航空交通管

理管制官、先任航

空交通管理管制

運航情報官、先任

航空交通管理管

制技術官、先任航

空管制官又は先

任航空管制技術

官

部長 部長

施設運用管理官、航空灯火・電気技術官、

航空交通管理管制官、航空交通管理管制

運航情報官、航空交通管理管制技術官、

航空管制官、航空管制技術官（先任施設

運用管理官、先任航空交通管理管制官、

先任航空交通管理管制運航情報官、先任

航空交通管理管制技術官、先任航空管制

官、先任航空管制技術官、次席航空交通

管理管制官、次席航空交通管理管制運航

情報官、次席航空交通管理管制技術官、

次席航空管制官及び次席航空管制技術官

先任施設運用管

理官、次席航空交

通管理管制官、次

席航空交通管理

管制運航情報官、

次席航空交通管

理管制技術官、次

席航空管制官又

は次席航空管制

技術官

次長、総務管理

官、先任航空交通

管理管制官、先任

航空交通管理管

制運航情報官、先

任航空交通管理

管制技術官、先任

航空管制官又は

先任航空管制技

術官

部長
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を除く。）

課に属する職員（課長を除く。） 課長 次長又は総務管

理官

部長

【外局】

組 織 被 評 価 者 評価者 調整者 実施権者

観光庁 長官 大臣 大臣

次長 長官 大臣 大臣

部長 次長 長官 大臣

気象庁内部部

局

長官 大臣 大臣

次長、気象防災監 長官 大臣 大臣

部長 次長 長官 大臣

運輸安全委員

会事務局

事務局長 委員長 大臣 大臣

事務局審議官 事務局長 委員長 大臣

海上保安庁内

部部局

長官 大臣 大臣

次長、海上保安監 長官 大臣 大臣

部長、総務部参事官、首席監察官 次長 長官 大臣

（注）１． 「評価補助者」及び「調整補助者」については、必要に応じて「評価者」又は「調整者」が指定するも

のとする。

２． 行政職俸給表(二)及び医療職俸給表適用職員に係る評価者、調整者及び実施権者は、各部局の一般職員

と同様の扱いとする。

３． 上記の表により難い場合は、実施権者が別に定めることができる。その場合は、大臣官房人事課に報告

するものとする。



別表２ 第１０条の職員

別表の区分 部局又は機関等 標準的な官職 備考
事務次官
局長
部長

別表第１の２ 一般行政 施設等機関等 国土交通政策研究所 所長
別表第１の３ 一般行政 施設等機関等 国土技術政策総合研究所 所長
別表第１の４ 一般行政 施設等機関等 国土交通大学校 所長
別表第１の５ 一般行政 施設等機関等 航空保安大学校 所長

院長
参事官
局長
部長

別表第１の１２ 一般行政 部等設置広域管轄機関 地方整備局 局長
別表第１の１４ 一般行政 部等設置広域管轄機関 北海道開発局 局長
別表第１の１６ 一般行政 部等設置広域管轄機関 地方運輸局 局長
別表第１の１７ 一般行政 都府県管轄機関 運輸監理部 所長
別表第１の２２ 一般行政 部等設置広域管轄機関 地方航空局 局長
別表第１の２４ 一般行政 部等設置広域管轄機関 航空交通管制部 局長

第１号は、「国土交通省に置かれる官職の属する職制上の段階等について」で定める標準的な官職のうち、以下
に掲げる「標準的な官職」に定める官職に属する官職とする。

職務の種類

別表第１の１

別表第１の６

別表第１の９

一般行政

一般行政

一般行政

内部部局等

内部部局等

国土地理院 国土地理院

海難審判所

内部部局等



別表３ 苦情相談員・苦情処理機関一覧

１．苦情相談員一覧

相談員 職員の所属

本省 大臣官房秘書室 室長、人事担当補佐又は企画専門官 大臣官房秘書室
大臣官房人事課 課長、人事担当補佐又は企画専門官 大臣官房人事課
大臣官房総務課 課長、総務調整官、人事担当補佐又は企画専門官 大臣官房総務課
大臣官房広報課 課長、人事担当補佐又は企画専門官 大臣官房広報課
大臣官房会計課 課長、人事担当補佐又は企画専門官 大臣官房会計課
大臣官房地方室 室長、地方企画調整官又は人事担当補佐 大臣官房地方室
大臣官房福利厚生課 課長、人事担当補佐又は企画専門官 大臣官房福利厚生課
大臣官房技術調査課 課長、人事担当補佐又は企画専門官 大臣官房技術調査課
大臣官房総括監察官 総括監察官、人事担当補佐又は企画専門官 大臣官房総括監察官
大臣官房危機管理官 危機管理官、人事担当補佐又は企画専門官 大臣官房危機管理官
大臣官房運輸安全監理官 運輸安全監理官、人事担当補佐又は企画専門官 大臣官房運輸安全監理官
大臣官房官庁営繕部 筆頭課長、人事担当補佐又は企画専門官 大臣官房官庁営繕部
総合政策局 筆頭課長、人事担当補佐又は企画専門官 総合政策局
国土政策局 筆頭課長、国土政策企画調整官又は人事担当補佐 国土政策局
不動産・建設経済局 筆頭課長、人事担当補佐又は企画専門官 不動産・建設経済局
都市局 筆頭課長、都市企画調整官又は人事担当補佐 都市局
水管理・国土保全局 筆頭課長、河川企画調整官又は人事担当補佐 水管理・国土保全局
道路局 筆頭課長、道路企画調整官又は人事担当補佐 道路局
住宅局 筆頭課長、住宅企画調整官又は人事担当補佐 住宅局
鉄道局 筆頭課長又は人事担当補佐 鉄道局
物流・自動車局 筆頭課長又は人事担当補佐 物流・自動車局
海事局 筆頭課長又は人事担当補佐 海事局
港湾局 筆頭課長又は人事担当補佐 港湾局
航空局 総務課長、各部筆頭課長又は人事担当補佐 航空局
北海道局 筆頭課長、調査官又は人事担当開発専門官 北海道局
政策統括官 政策評価官、人事担当補佐又は企画専門官 政策統括官

施設等機関 国土交通政策研究所 総務課長 国土交通政策研究所
国土技術政策総合研究所 総務部人事厚生課長又は同部総務管理官、管理調整部管理課長 国土技術政策総合研究所
国土交通大学校 総務部総務課長、柏研修センター総務課長 国土交通大学校
航空保安大学校 総務課長、岩沼研修センター総務課長 航空保安大学校

特別の機関 国土地理院
総務部人事課長又は同部人事計画官、各部等筆頭課長、地方測量部等については
各地方測量部人事担当課長

国土地理院

小笠原総合事務所 総務課長 小笠原総合事務所
海難審判所 総務課長、地方海難審判所については各地方海難審判所人事担当課長 海難審判所

管区等機関 各地方整備局
総務部人事課長又は同部人事計画官、同部人事企画官、各部筆頭課長、事務所等
については各事務所等人事担当課長

各地方整備局

北海道開発局
開発監理部人事課長、同部開発調整課長又は同部人事課人事対策官、各開発建設
部については人事担当課長及び課長補佐

北海道開発局

各地方運輸局・運輸監理部
総務部（又は総務企画部）人事課長、各部筆頭課長、支局・事務所・陸運部について
は各支局・事務所・陸運部人事担当課長

各地方運輸局・運輸監理部

各地方航空局 総務部人事課長、各部筆頭課長、事務所等については各事務所等人事担当課長 各地方航空局
各航空交通管制部 総務課長 各航空交通管制部
観光庁 総務課長、総務課調整室長又は総務課調整室課長補佐（人事厚生担当） 観光庁に属する幹部職員
気象庁 総務部人事課長補佐（任用担当） 気象庁に属する幹部職員

運輸安全委員会事務局 総務課長又は人事担当課長補佐
運輸安全委員会事務局に
属する幹部職員

海上保安庁 人事課長、人事企画調整官
海上保安庁に属する幹部
職員

２．苦情処理窓口一覧

窓口 職員の所属

本省 内部部局等 大臣官房人事課担当係 本省内部部局等
施設等機関 国土交通政策研究所 総務課担当係 国土交通政策研究所

国土技術政策総合研究所 総務部人事厚生課担当係、管理調整部管理課担当係 国土技術政策総合研究所
国土交通大学校 総務部総務課担当係、柏研修センター総務課担当係 国土交通大学校
航空保安大学校 総務課担当係 航空保安大学校

特別の機関 国土地理院 総務部人事課担当係 国土地理院
小笠原総合事務所 総務課担当係 小笠原総合事務所
海難審判所 総務課担当係 海難審判所

管区等機関 各地方整備局 総務部人事課担当係 各地方整備局
北海道開発局 開発監理部人事課担当係 北海道開発局
各地方運輸局・運輸監理部 総務部（又は総務企画部）人事課担当係 各地方運輸局・運輸監理部
各地方航空局 総務部人事課担当係 各地方航空局
各航空交通管制部 総務課担当係 各航空交通管制部
観光庁 総務課調整室担当係 観光庁に属する幹部職員
気象庁 総務部人事課担当係 気象庁に属する幹部職員

運輸安全委員会事務局 総務課担当係
運輸安全委員会事務局に
属する幹部職員

海上保安庁 総務部人事課担当係
海上保安庁に属する幹部
職員

３．審理機関一覧

本省 内部部局等

施設等機関 国土交通政策研究所

国土技術政策総合研究所

国土交通大学校

航空保安大学校

特別の機関 国土地理院

小笠原総合事務所

海難審判所

管区等機関 各地方整備局

大臣官房人事課担当係
（大臣官房人事課長）
総務課担当係
（総務課長）
総務部人事厚生課担当係、管理調整部管理課担当係
（総務部人事厚生課長、管理調整部管理課長）
総務部総務課担当係、柏研修センター総務課担当係
（総務部総務課長、柏研修センター総務課長）
総務課担当係
（総務課長）
総務部人事課担当係
（総務部人事課長）
総務課担当係
（総務課長）
総務課担当係
（総務課長）
総務部人事課担当係
（総務部人事課長、総務部人事企画官）

部局

部局

部局 審理機関（決裁権者）

外局

外局



北海道開発局

各地方運輸局・運輸監理部

各地方航空局

各航空交通管制部

観光庁

気象庁

運輸安全委員会事務局

海上保安庁

【共通の注意事項】
１．担当係は、各組織の事情に応じ適宜設置する。
２．実施権者が適当と判断する時は、別に定めることができる。その場合、大臣官房人事課に報告することとする。

外局 総務課調整室担当係
（総務課長）
総務部人事課担当係
（総務部人事課長）
総務課担当係
（総務課長）
総務部人事課
（総務部人事課長）

総務課担当係
（総務課長）

総務部人事課担当係
（総務部人事課長）

開発監理部人事課担当係
（開発監理部人事課長）
総務部（又は総務企画部）人事課担当係
（総務部（又は総務企画部）人事課長）


